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根 拠 条

項 
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許 認 可

等 の 内

容 

旧法規定による療養費等
の受給権者に対する療養
費等の支給 

１ 法令の定め（許認可等要件） 
○戦傷病者特別援護法附則１１ 

この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付（療養費の支給を含む。）を
受けている者及びこれを受けることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受
けることができないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付
して、療養の給付（療養費の支給を含む。）、療養手当の支給及び葬祭費の支給を行なうものとし、
この法律の規定（第２条、第４条第１項から第3 項まで及び第２０条から第２３条までの規定を除く。）
を準用する。 

 

 
 
 
 
 
 


